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インセンティブ制度の導入にあたって

【基本的な考え方】

○ 現行の後期高齢者支援金の加算・減算制度（以下「加減算制度」という。）は、全国健康保険協会（以下「協会けん

ぽ」という。）も含めた全保険者を対象としているが、加算・減算となる保険者は限定されており、協会けんぽには加算・減算

がなされていない。

○ 一方、医療保険制度改革骨子（平成27年１月13日社会保障制度改革推進本部決定）においては、この加減算制

度について、平成30年度から、「予防・健康づくり等に取り組む保険者に対するインセンティブをより重視するため、多くの保険

者に広く薄く加算し、指標の達成状況に応じて段階的に減算する仕組みへと見直す」こととされている。

○ また、この加減算制度については、加入者の属性や保険者の規模など、保険者ごとに状況が異なる中で、一律の土台で実

績を比較することは不適切である等の指摘がなされていた。

○ このため、平成30年度からの新たな加減算制度では、母体となる企業等がその従業員を加入者として設立した保険者とい

う点で共通の基盤を持つ健康保険組合と共済組合を対象とする一方、協会けんぽについては、事業所が協会に強制加入し

ているものであって保険者としての性質が異なることから対象外とされた。

○ その上で、日本再興戦略改定2015（平成27年６月30日閣議決定）において、協会けんぽについては、「新たなインセ

ンティブ制度の創設に向けた検討を行う」とされ、未来投資戦略2017（平成29年６月９日閣議決定）では「協会けんぽ

については来年度からインセンティブ制度を本格実施し、2020年度から都道府県保険料率に反映する」とされた。

○ このように、今回の加減算制度の見直しは、保険者ごとの基盤や特性を踏まえて、それぞれの土台の上で行われるものであ

るが、インセンティブ制度として実績、努力に報いる設計とする。具体的には、後期高齢者医療制度への拠出金をベースにし

て、報奨制度とする。
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インセンティブ制度の概要

①評価指標・②評価指標ごとの重み付け
■ 特定健診・特定保健指導の実施率、要治療者の医療機関受診割合、後発医薬品の使用割合などの評価指標に
基づき、支部ごとの実績を評価する。

■ 評価方法は偏差値方式とし、平均偏差値である50を素点50とした上で、指標ごとの素点を合計したものを支部の総
得点とし全支部をランキング付けする。

③ 支部ごとのインセンティブの効かせ方について
■ 保険料率の算定方法を見直し、インセンティブ分保険料率として、新たに全支部の後期高齢者支援金に係る保険料
率（平成29年度は全支部一律で2.10％）の中に、0.01％（※）を盛り込む。
（※）協会けんぽ各支部の実績は一定の範囲内に収斂している中で、新たな財源捻出の必要性から負担を求めるものであるため、保険

料率への影響を生じさせる範囲内で、加入者・ 事業主への納得感に十分配慮する観点から設定。

■ 制度導入に伴う激変緩和措置として、この新たな負担分については、３年間で段階的に導入する。
平成30年度（平成32年度保険料率）：0.004％ ⇒ 平成31年度（平成33年度保険料率）：0.007％ ⇒
平成32年度（平成34年度保険料率）：0.01％

■ その上で、評価指標に基づき全支部をランキング付けし、上位23支部については、支部ごとの得点数に応じた報奨金
によって段階的な保険料率の引下げを行う。

【制度のイメージ】

医療保険制度改革骨子や日本再興戦略改定2015等を踏まえ、新たに協会けんぽ全支部の後期高齢者支援金に
係る保険料率の中に、インセンティブ制度の財源となる保険料率（0.01％）を設定するとともに、支部ごとの加入者及び
事業主の行動等を評価し、その結果、上位23支部については、報奨金によるインセンティブを付与。

制度趣旨

支部ごとのランキング ＜上位＞＜下位＞

インセンティブ分保険料率
（0.01％）

インセンティブ
（報奨金）

インセンティブ

財源負担

0
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機密性２

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
制
度

（
参
考
）
激
変
緩
和
措
置

インセンティブ
制度試行実施案

の検討 平成32年度
都道府県単位
保険料率決定

30年度の
実績評価

試行実施
※保険料率への
反映はなし

↓
上半期を目途に
実績を暫定集計

インセンティブ制度の導入スケジュールについて

インセンティブ制度では、平成29年度から試行実施を行う（試行実施の段階では保険料率への反映はしない）。
平成30年度から本格実施し、その結果を平成32年度の都道府県単位保険料率に反映する。

激変緩和措置（平成31年度末まで）

平成32年度
都道府県単位
保険料率

※インセンティブ制度の
結果を反映

加入者等の行動変容

支部の取組

本格実施

本格実施に
向けた検討
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＜試行実施（平成29年度）について＞

○ 試行実施（平成29年度）については、通年ベース（平成29年４月から平成30年３月）で集計している。

＜本格実施（平成30年４月～８月分）について＞

○ 平成30年４月～８月分の実績については、平成30年10月時点で集計できるデータを活用をしていることから、各指標

の対象月が異なる。詳細は以下のとおりである。

【指標１】特定健診等の受診率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成30年4月～8月

【指標２】特定保健指導の実施率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 同上

【指標３】特定保健指導対象者の減少率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 同上

【指標４】医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率 ・・・ 平成30年４月に受診勧奨を行った者

のうち、受診勧奨から３か月後までに

医療機関を受診した者

【指標５】後発医薬品の使用割合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成30年4月～7月
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【具体的な評価方法】

○ 下表のとおり、評価指標及び実績の算出方法を定め、評価指標内では【】で記載した評価割合を用いて評価する（この際、使用す

るデータは毎年度４月～３月までの分の実績値を用いることとする）。

○ 評価方法は偏差値方式とし、平均偏差値である50を素点50とした上で、指標ごとの素点を合計したものを支部の総得点としランキ

ング付けを行う。

○ 前年度からの実績値の伸びを評価する際には、以下のとおり支部ごとの伸びしろ（100％－当該支部の実績値）に占める割合を

評価する。

対前年度伸び幅（率）

100％－当該支部の実績

１ 特定健診等の受診率（使用データ：４月～３月の受診者数（事業者健診については、同期間のデータ取り込み者数））

＜実績算出方法＞
自支部被保険者のうち生活習慣病予防健診を受診した者の数＋自支部被保険者のうち事業者健診データを取得した者の数＋
自支部被扶養者のうち特定健診を受診した者の数

自支部被保険者数＋自支部被扶養者数

① 特定健診等の受診率【60％】

② 特定健診等の受診率の対前年度上昇幅【20％】

③ 特定健診等の受診件数の対前年度上昇率【20％】

２ 特定保健指導の実施率（使用データ：４月～３月の特定保健指導最終評価終了者数）

＜実績算出方法＞
自支部加入者のうち特定保健指導実施者数（外部委託分を含む。）

自支部加入者のうち特定保健指導対象者数

① 特定保健指導の実施率【60％】

② 特定保健指導の実施率の対前年度上昇幅【20％】

③ 特定保健指導の実施件数の対前年度上昇率【20％】

※【】は評価指標内での評価割合

（％）

（％）
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機密性2３ 特定保健指導対象者の減少率（使用データ：前年度特定保健指導該当者であって４月～３月に健診を受けた者のうち、その結果が特定保健
指導非該当となった者の数）

＜実績算出方法＞
(Ａ)のうち、(前年度積極的支援→動機付け支援又は特保非該当者となった者の数)＋(前年度動機付け支援→特保非該当者となった者の数)

自支部加入者のうち、前年度特定保健指導該当者であって今年度健診を受けた者の数（Ａ）

４ 医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率（使用データ：４月～３月に受診勧奨を行った者のうち、受診勧奨から３か月後
までに医療機関を受診した者の数）

＜実績算出方法＞
（Ａ）のうち医療機関受診者数

自支部加入者のうち、本部からの受診勧奨送付者数（Ａ）

① 医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率【50％】

② 医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率の対前年度上昇幅【50％】

5 後発医薬品の使用割合（使用データ：４月～３月の年度平均値）

＜実績算出方法＞
自支部加入者に対する後発医薬品の処方数量

後発医薬品のある先発医薬品の数量＋後発医薬品の数量

① 後発医薬品の使用割合【50％】

② 後発医薬品の使用割合の対前年度上昇幅【50％】

※【】は評価指標内での評価割合

（％）

（％）

（％）
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インセンティブ制度に係る試行実施の実績

【平成29年度】
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機密性2

平成29年度のデータを用いた実績
加算率0.004

0.004（※2）

（※1）

12
※1 2.137％とは、平成30年度の後期高齢者支援金に係る料率であり、本集計においては当該料率を使用している。
※2 平成32年度保険料率に係るインセンティブの保険料率は、平成30年度総報酬額の実績に0.004％を乗じて平成32年度総報酬額の見込み額を除して計算する。本集計においては、計算のためのデータがないため、
0.004％としている。（詳細は、「平成30年3月20日開催 第91回運営委員会資料 資料３」に掲載。）

【平成30年度実績評価⇒32年度保険料率へ反映した場合の試算】
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※ 得点＝ 偏差値－偏差値中央値



機密性2

インセンティブ制度に係る本格実施の実績

【平成30年４月～８月分】

※当該集計は、平成30年10月末時点で集計可能なデータを用いていることから、暫定値で
あり、今後集計する通年ベースのデータとは乖離が生じることに留意が必要。
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平成30年４月～８月分のデータを用いた実績
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指標１．特定健診等受診率の得点及び
当該評価指標に係る各項目の全国平均との差
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平成30年４月～８月分のデータを用いた実績
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※４月～７月の平均値で算出
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平成30年４月～８月分のデータを用いた実績
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当該評価指標に係る各項目の全国平均との差

指標５．後発医薬品の使用割合の得点及び
当該評価指標に係る各項目の全国平均との差
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機密性2 【平成30年度実績評価⇒32年度保険料率へ反映した場合の試算】

平成30年４月～８月分のデータを用いた実績
加算率0.004

0.004（※2）

（※1）

17
※1 2.137％とは、平成30年度の後期高齢者支援金に係る料率であり、本集計においては当該料率を使用している。
※2 平成32年度保険料率に係るインセンティブの保険料率は、平成30年度総報酬額の実績に0.004％を乗じて平成32年度総報酬額の見込み額を除して計算する。本集計においては、計算のためのデータがないため、
0.004％としている。（詳細は、「平成30年3月20日開催 第91回運営委員会資料 資料３」に掲載。）
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広報の
種類

納入告知書
同封チラシ

メール
マガジン

健康保険
委員

（※1）

事務説明会
（※2）

関係機関
への広報
（※3）

新聞
その他
（※4）

実施
支部数

47支部 42支部 38支部 39支部 45支部 21支部 46支部

平成30年度
実施予定
支部数

－ ３支部 ９支部 ４支部 ２支部 ４支部 １支部

※1「健康保険委員」に対しては、事務説明会やリーフレットの送付等を実施。
※2「事務説明会」は、社会保険事務説明会、新規適用事業所説明会等で事務担当者等に対して説明。
※3「関係機関への広報」は、県、市町村、商工会、商工会議所や中小企業団体中央会等に対しての訪問説明及び広報誌への記事の掲載依頼等。
※4「その他」は、テレビやラジオを活用した広報、支部職員による事業所訪問時に事務担当者等への説明、健診勧奨案内にリーフレットの同封等。

【平成30年10月末時点の広報の実施状況（平成29年度及び平成30年度）】

インセンティブ制度に係る広報の実施状況について

○ インセンティブ制度に関する広報の実施について、本部においては、平成30年度保険料率のリーフレットに記事を掲載し、ホー

ムページにおいても平成30年2月から記事を掲載している。

○ 各支部においては、以下のとおり、様々な方法で広報の取組を積極的に行っている。


